
恒富保育所 重要事項の概要 

１保育園の概要 

名称 延岡市立恒富保育所 

種別 児童福祉法第３９条１項に規定する保育所(認可保育所) 

施設所在地 〒８８２－０８３６ 

延岡市恒富町３丁目１番地６ 

管理者氏名 所長 柳瀬 保子 

開設年月日 昭和３６年４月１日 

連絡先 電話番号：０９８２－３２－５６６８ 

ＦＡＸ番号：０９８２－２２－９４７０ 

実施事業 ＊児童福祉法第２４条第１項の規定による保育 

＊特別保育事業及びその他関連事業 

 ・障がい児保育  ・一時預かり保育・園庭開放 

利用定員 定員６０名（３号認定 ３０名 ２号認定 ３０名） 

 

２設置者の概要 

名称 延岡市 

種別 認可保育所（公立） 

所在地 〒８８２－０８１３ 

延岡市東本小路２番地１ 

代表者名 市長 読谷山 洋司 

連絡先 ０９８２－３４－２１１１ 

設立年月日 １９３３年（昭和８年） 

 

３職員体制について 

職名 常勤 非常勤 職務 備考 

所長 １名 ― 施設の業務を総括し、資質向上を図る  

専任主任 １名 ― 施設全体を把握しスムーズな施設運営

を図る 

 

保育士 １５名 ― 保育計画を立案し充実した活動ができ

るよう保育を行う 

 

調理師 ３名 ― 献立に基づく調理業務及び衛生管理を

行う 

 

嘱託医 ― １名 園児の心身の健康管理を行うと共に健

康診断の実施、保健衛生に関する相談

指導を行う 

トトロこども 

クリニック 

嘱託歯科医 ― １名 四倉歯科医院 

嘱託眼科医  １名 タカオ眼科 

その他 １名  保育環境整備・清掃を行う  

＊開所時間中は、最低２名以上の保育士を配置し、保育にあたります。 

＊上記表は、作成日現在のものであり、変更が生じる場合があります。 

 



 

４ 保育所の目的及び運営方針等 

目的 児童福祉法及びその他関係法令等に基づいて、保育を必要とする乳児及び

幼児のために最善の利益を考慮した保育を行い、子どもの人権を尊重し、家

庭と力を合わせて健やかな育ちを支援する。 

運営及び 

保育方針等 

〈保育理念〉 

〇一人ひとりの子どもの最善の利益を守り、その福祉を積極的に増進する

ことに最もふさわしい生活の場を保証する。 

〈保育方針〉 

〇養護と教育を一体として、豊かな人間性を持った子どもを育成する 

〇子どもが自己を十分に発揮できるような環境を用意し、健全な心身の発

達を図る。 

〇家庭や地域社会との連携を図り、保護者に対する支援及び地域の子育て

家庭に対する支援を行う。 

〈めざす子ども像〉 

〇明るく元気な子ども 

〇心豊かで思いやりのある子ども 

〇ねばり強く、最後までやり抜く子ども 

〇物事に興味や関心を持ち、考える子ども 

〇情緒豊かに表現できる子ども 

 

 

５ 保育所の開所日、開所時間、保育時間(保育の必要量の区分)及び休所日 

(１) 開所日、開所時間及び保育時間(保育の必要量の区分) 

  ＊月曜日から土曜日まで 

  ＊午前７時３０分から午後６時まで 

 
  

保育標準時間認定 １日あたり原則８時間、最長１１時間(フルタイム就労を想定) 

保育短時間認定 １日あたり最長８時間(パートタイム就労を想定) 

基本期間(８時から１６時) 

  ＊保育必要量は、「最長で保育所を利用できる時間」です。保育の必要量とお子さんの保育時

間は異なります。お子さんの保育時間は、認定された保育の必要量の範囲内で、保護者の

就労時間・通勤時間やお子さんの状況を踏まえて決まります。 

 

（２）休所日 

  ＊日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 

  ＊年末年始 １２月２９日から１月３日まで 

   ※非常災害(地震や台風等)又は感染症等の発生などの重大かつ緊急を要する状況が生じた

場合に保育所を休所することがあります。 

 

 

 



 

６ 緊急時等における対応方法 

対応方法 ＊児童に体調の急変が生じた場合にその他必要な場合は、速やかに入

所児の保護者又は医療機関(嘱託医を含む)への連絡を行う等の措置

を講じます。 

＊保護者と連絡が取れない場合には、児童の身体の安全を最優先さ

せ、しかるべき対処を行いますのでご了承ください。 

 管轄 所在地及び連絡先 

救急・消防 延岡消防署 延岡市野地町５丁目２７６１ 

０９８２－２２－７１０５ 

警察 延岡警察署 延岡市愛宕町３丁目１４３－２  

０９８２－２２－０１１０ 

嘱託医 トトロこども 

クリニック 

（医師：草間龍一） 

延岡市土々呂町５丁目２０８５－８ 

０９８２－２０－５１１５ 

嘱託歯科医 四倉歯科医院 

(医師：四倉秀一) 

延岡市安賀多町３丁目１－２ 

０９８２－３５－８８６６ 

嘱託眼科医 タカオ眼科 

(医師：高尾雄平) 

延岡市北新小路３－１２ 

０９８２－３５－６８３８ 

 

７ 非常災害対策 

防犯設備 １１０番(非常通報装置) 警備保障 

防災設備 消火器 自動火災報知機 誘導灯 避難器具 

消防計画届出年月日 延岡消防署 令和２年５月２１日 届出済 

防火管理者 所長 柳瀬 保子 

定期訓練 ・避難訓練(火災・風水害・地震・津波)：毎月１回以上実施 

・引き渡し訓練：毎年１回実施 

災害発生時の対応等 保護者の引き取りのあるまでの間(開所時間外を含む)、引き続

き児童を保護します。 

災害時安否 

情報メール 

災害時において、安否情報をコドモンお知らせ配信で行いま

す。安否情報は、災害時に避難状況が落ち着き園児の安全が確

保されたら、一斉メールで送信いたします。 

災害発生時のメール送受信は、回線の混雑状況の影響を受ける

ことをあらかじめご了承ください。 

避難場所 延岡地区建設業協会 

 

８ 虐待防止等の措置について 

体制整備 入所児童の虐待防止及び人権擁護等を図るために、必要な体制の

整備を行うとともに、職員に対する研修のその他の措置を講じま

す。 

緊急時の対応 児童に不適切な養育の兆候が認められる場合その他必要な場合

は、児童虐待の防止等に関する法律その他の関係機関へ通告等を

行うほか、関係機関と連携し必要な対応を行います。 

 保育所には、虐待が疑われる場合、通告する義務があります。 

(児童虐待の防止等に関する法律第６条) 



 

 

９第三者委員会による苦情解決 

 この苦情解決制度は、従来、密室化されやすかった苦情対応をオープンな苦情解決システムに

替え、保育所利用者の権利を守りながら福祉サービスの質を高めることを目的としています。苦

情申し出を契機に問題の早期発見・早期解決を図ろうとするものです。 

〈苦情解決の流れ〉 

＊保育所の窓口で受付担当者に申し出る場合と、こども保育課受付担当者に直接申し出る場合

（いずれも口頭又は文書）の二通りあります。 

＊第三者委員を設け、施設に直接言いづらいことを中立的な第三者に立ち会っていただくことも

できます。 

＊この仕組みで解決できないご意見やご要望は、宮崎県社会福祉協議会に設置された運営適正委

員会に申し立てることもできます。 

①保育所 

受付担当者 永田 千草(役職：恒富保育所 専任主任) 

解決責任者 柳瀬 保子(役職：恒富保育所 所長) 

連絡先 ０９８２－３２－５６６８ 

②第三者委員 

氏名 髙田 謙二 (恒富西地区 民生委員) 

氏名 津田 貞子（恒富東地区 主任児童委員） 

氏名 山下 洋子（恒富西地区 主任児童委員） 

③市の相談・苦情受付窓口 

部署名 延岡市健康福祉部こども保育課保育係 

連絡先 ０９８２－２２－７０１７ 

 

１０ 賠償責任保険等の加入 

【損害賠償責任保険】 

 施設管理や施設業務などに起因する対人・対物事故による法律上の賠償責任を保証する保険に

加入しています。 

  【身体賠償】１名につき１億５千万円 1 事件につき 15 億円 【財物賠償】2,000 万円 

【日本スポーツ振興センターの災害共済給付について】 

 保育所では、日頃から安全な保育を心がけておりますが、万が一の事故に備え年額掛金３６５

円(保護者等負担額２４０円 延岡市負担額 １２５円)で園児全員が独立行政法人日本スポー

ツ振興センターの災害共済給付制度に加入しております。 

 保育所で保育を受けているとき及び通常の経路での登降園中のけがなど保育所の管理下で起こ

った災害により、医療機関等を受診した場合に同制度で定められた災害共済給付金が支給され

ます。 

 

１１ その他 

（１）住所、勤務先等家庭の状況に変更がある場合 

家庭の状況（住所、勤務先、勤務時間、連絡先、出産・育児休業、家族の異動、支給認定証の

記載事項の変更等）に変更があった場合には、変更届の提出が必要となります。必ず担任、事

務所に連絡してください。 

 

 



 

 

(２) 個人情報及び肖像権使用についての承諾について 

＊個人情報の取り扱いについて 

 ・延岡市個人情報保護条例に基づいて取り扱っています。保育を実施するにあたり知り得た 

家族状況等の個人情報が、流失しないように十分注意しています。 

＊個人の肖像権について 

・誕生月に玄関に写真、名前を貼り出しています。 

・行事、保育の様子をお知らせするために写真を撮って、コドモンお知らせ配信でお伝えして

います。 

・行事等で外部メディア(新聞、ニュース)の取材を受けることがあります。 

＊上記の案件(個人情報・肖像権)につきまして保護者に承諾を頂いております。 

 ＊防犯カメラについて 

 ・セキュリティの向上と子どもたちが安心して過ごし成長できる環境を維持するために防犯 

カメラを設置しております。 

 ・防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取り扱いについては、延岡市個人情報保護条例及び 

  延岡市情報公開条例の規定に基づき、適切に対応いたします。 


